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入っていますか、自転車保険
～自転車事故に備えよう～

東京都では、条例※を改正し、都内で自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合
などの損害を賠償できる保険等（以下「自転車保険」という）に加入することが義務となりました。
※「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」令和2年4月1日改正条例施行

都内における自転車事故は例年1万件を超えており、
その中には高額な賠償事例もあります。
まだ加入していない場合は、早めに加入しましょう！

自転車保険の加入義務者は？

自分の自転車保険の加入状況をチェックしましょう！

東京都内で通勤・通学、買い物、レジャーなどで自転車を利用する人や、未成年者の保護者

なお、自転車使用事業者（事業者のうち、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者）、自転車貸付業者（いわゆるレンタサイクルやシェアサイクル事業者）も加入義務あり

参考・東京都都民安全推進本部ホームページ「自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入状況チェック表」

個人賠償責任保険に加入している
または

自転車に青色または赤色のTSマーク（※1：点検日から1年以内）が貼ってある　　　

自転車運転中の賠償責任を補償する保険（※2）に加入している
(※2：次に挙げる①～⑧のいずれか。保険証券等で確認しましょう）

①「自転車保険」などの名称で販売している傷害保険とのセット商品　②自動車保険（特約）　③火災保険（特約）　④傷害保険（特約）
⑤クレジットカード等の付帯保険　⑥会社等の団体保険　⑦PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける保険

⑧交通安全協会の自転車会員として加入している保険（自転車事故による損害賠償のみを補償）

加入済みの上記保険に個人賠償責任保険が付帯されている

すでに
自転車損害賠償保険等に

加入しています

ご契約の保険会社・共済に確認しましょう
★相当する補償がない場合は

加入が必要です !
自転車損害賠償保険等への

加入が必要です !
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※1：TSマーク（青・赤）

火災保険や自動車保険の特約などで
すでに加入している場合があります
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